
北上市立幼稚園規則（平成３年北上市教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（定員） 

第２条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。 

（定員） 

第２条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。 

名称 定員 

北上市立黒沢尻幼稚園 ［略］ 

北上市立更木幼稚園 65 

北上市立江釣子幼稚園 ［略］ 

［略］ 

  

名称 定員 

北上市立黒沢尻幼稚園 ［略］ 

北上市立江釣子幼稚園 ［略］ 

［略］ 
 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


